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第 2 部　施策の方向

柱 1　男女がともに活躍できる社会の実現

柱 1 　男女がともに活躍できる社会の実現

＜現状・課題＞
○　女性の就業者数は増加し、就業者全体に占める女性の割合も半数近くと

　　なっています。しかし、国立社会保障・人口問題研究所の調査によると、
　　女性就業者の約 5 割が出産や子育てを機に離職しています。

○　福岡県内の 25 歳〜 44 歳の就業を希望する女性は、9 万人を超えており、
　　うち、子育て等で求職活動をしていない女性は 3 万人にのぼっています。
　　子育て中の女性が安心して就職できるよう、きめ細かな就職支援を行うと
　　ともに、仕事と家庭が両立できる職場づくりを推進することが必要です。

○　非正規雇用労働者の割合は、男性が 2 割程度であるのに対し、女性は 5
　　割を超えています。また、本県における令和元（2019）年の所定内給与額
　　（月額）は、男性の給与水準を 100 とした場合、女性は 74.7 となっており、
　　男女間の賃金格差が生じています。

○　新型コロナウイルス感染拡大の影響により、非正規雇用労働者の就業継
　　続に影響が生じています。非正規の割合が高い女性の就業確保が必要です。

○　女性活躍推進法の制定等により、企業における女性の採用、人材育成・
　　管理職への登用は一定程度進み、県・市町村・民間事業所等における管理
　　的業務に従事する女性の割合は、平成 29 年には福岡県は 17.3％となって
　　います。これは、全国平均（14.8％）より高くなっていますが、男性と比
　　べると低く、国が目標として掲げている「指導的地位に占める女性の割合
　　30％」には及ばない状況です。

○　令和元（2019）年に女性活躍推進法が改正され、女性の活躍に関する
　　一般事業主行動計画の策定・公表義務対象事業者の範囲が拡大されるとと
　　もに、女性の活躍状況に関する情報公表が強化されています。

○　県民意識調査では、職場において男女の地位が平等と回答している人は、
　　全体の約 25％で、半数以上が男性優遇と回答しています。管理職への女
　　性の登用を進めるためには、男性優位の意識を変えるとともに、出産・育
　　児のためにキഄリアを中断することなく就業継続することや、性別に関わ
　　らず人材育成を行うことが必要です。
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○　農林水産業や商工業は、地域経済を支える重要な産業であり、女性の能
　　力を活かした経営参画を一層進める必要があります。

○　共働き世帯数は、年々増加し、いわゆる専業主婦世帯の約 2 倍となって
　　いますが、平成 28（2016）年度の社会生活基本調査によると、男性が家
　　事を行う割合は、2 割程度にとどまっています。また、育児休業取得率は、
　　女性が 9 割を超えているのに対し、男性は 1 割にも満たず、男性従業員の
　　育児参画に対する職場の理解促進や柔軟な働き方が必要です。

○　長時間労働の是正など労働環境の改善に関わる法制度の整備は進んでい
　　るものの、国の労働力調査によると週 60 時間以上就業している割合は、　
　　女性の約 5％に対し男性は約 15％と高い状況にあります。中でも、30 代
　　や 40 代は、他の年代よりも割合が高く、男性が地域活動や家事、子育て
　　に積極的に関わりにくい状況にあります。

○　新型コロナウイルス感染症拡大防止の影響により在宅勤務の取組みが拡
　　大しており、これを、仕事と生活の両立を進める手法として活用していく
　　ことが重要です。

○　人口が減少する中、住みよい地域づくりを進めていくには、女性が地　
　　域の意思決定や政策決定の場に参画していくことや、働く世代の男女が活
　　動を担っていくことなど地域活動の担い手の多様化が求められています。

○　県の審議会委員に占める女性の割合は、42％を超えていますが、市町
　　村の審議会においては 32.9％で、登用率は全国で 1 位であるものの更な
　　る登用が必要です。

＜施策の方向＞
（1）働く場における女性の活躍推進

　①　男女の均等な雇用及び待遇の確保
○　男女雇用機会均等法や女性活躍推進法などの労働関連法制度の周知

　　を図るとともに、セクシュアルハラスംントやタニティハラスംン
　　ト、パタニティハラスംントなど、従業員の能力発揮を阻害する職場
　　におけるハラスംント防止対策の促進を図ります。

【主要な施策、事業、取組み】

施策・事業等名 施策・事業等の概要 事業
再掲 所管課（室）名

働 く 女 性 の ハ ン ド
ブックの作成・周知

男女雇用機会均等法、育児介護休業法、パート
タイഁ労働法や両立支援制度など女性労働者に
関係深い法制度等についてわかりやすく解説し
たハンドブックを作成し、普及啓発に努めます。

1-(1) ③ 労働局新雇用
開発課
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柱 1　男女がともに活躍できる社会の実現

施策・事業等名 施策・事業等の概要 事業
再掲 所管課（室）名

トップリーダー啓発
事業（企業に対する
啓発）

事業主及び企業の人事労務責任者等を対象に、
男女雇用機会均等法や女性活躍推進法など関係
法制度等の周知徹底を図るための研修会を実施
します。

1-(1) ②
2-(1) ③

労働局新雇用
開発課

労働講座の実施
勤労者、事業主、人事・労務担当者等を対象と
して、労働問題等についての講座を開催し、学
習の機会を提供します。

1-(1) ③ 労働局労働政
策課

労働相談の実施
労使関係、労働条件、労働福祉等に関する問題
の解決のため事業主や労働者を対象とした情報
提供や労働相談等を行います。

1-(1) ③
2-(1) ③

労働局労働政
策課

総合相談・専門相談
の実施

生き方や離婚・家族関係などすべての人が抱え
る広範囲な悩みに関する総合相談（電話・ംール・
面接）を実施します。総合相談のうち、専門家
の助言が必要な場合には専門相談 ( 法律相談、就
業援助相談など ) を実施します。

1-(1) ③
2-(1) ③
2-(2) ②

男女共同参画
推進課

職員に対するハラス
ംント防止対策

ハラスംント防止に係る研修を職員研修所で実
施するほか、所属研修を実施する際の活用資料
の情報提供、職員への相談体制の整備・周知を
図ります。

2-(1) ③ 人事課

ハラスംントについて、職員研修所における研
修受講の促進や所属研修を実施する際の活用資
料等の情報提供、職員への相談体制の整備・周
知を図ります。

2-(1) ③ 教育庁総務企
画課

ハラスംントに関し、ംールガジン等による
情報提供、職員への相談体制の整備・周知を図
ります。

2-(1) ③ 教育庁教職員
課

良好な職場環境を確保するため、各種教養を通
じてハラスംントに関する職員の意識改革を行
うなど、ハラスംント防止対策を推進します。

2-(1) ③ 警察本部警務
課

※タニティハラスംント：妊娠・出産、育児休業等を理由として解雇、不
　　　　　　　　　　　　　利益な異動、減給、降格など不利益な取扱いを
　　　　　　　　　　　　　行うこと
※パタニティハラスംント：育児休業などを取得しようとする男性に対する    
　　　　　　　　　　　　　嫌がらせを行うこと

　②　雇用の場における女性の育成・登用推進
○　女性が活躍しやすい職場づくりを進めるため、県内の経済団体や行
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　　政機関等と連携し、社会全体の気運の向上や企業への働きかけを行い
　　ます。

○　女性の職域を広げ、各職場で個性や能力、リーダーシップを発揮し、
　　管理職等として活躍できるよう、女性の人材育成を進めます。

○　県における女性職員の人材育成や管理職への登用を積極的に進める
　　とともに、市町村における女性職員の管理職等への登用について調査、
　　公表、助言します。

【主要な施策、事業、取組み】

施策・事業等名 施策・事業等の概要 事業
再掲 所管課（室）名

トップリーダー啓発
事業（企業に対する
啓発）

事業主及び企業の人事労務責任者等を対象に、
男女雇用機会均等法や女性活躍推進法など関係
法制度等の周知徹底を図るための研修会を実施
します。

1-(1) ①
2-(1) ③

労働局新雇用
開発課

企業への専門家派遣

個別企業に対して社会保険労務士や中小企業診
断士といった専門家を派遣し、女性登用、仕事
と家庭の両立支援などに向けて、一般事業主行
動計画の策定や就業規則の見直し等、企業の実
情に応じた具体的なアドバイスを実施します。

1-(2) ①
男女共同参画 
推進課（女性 
活躍推進室）

女性活躍推進のため
の官民連携基盤強化

経済団体や業界団体等と女性活躍に向けた課題
や方策等について協議し、官民一体となって企
業の女性活躍に向けた取組みを推進します。

男女共同参画 
推進課（女性 
活躍推進室）

女性の就業が少ない
業界への支援

女性の就業が少ない業界において、就職から就
業継続に向けた先駆的な取組みを発信する講演
会の開催や、女性雇用のംリットやノウハウを
紹介する冊子を作成する等、業界の取組みを支
援します。

男女共同参画 
推進課（女性 
活躍推進室）

変化の時代をリード
する女性人材育成強
化事業

ストコロナの変化の時代を見据えた実践的な
人材を育成するとともに、女性人材の裾野を広
げるよう課長級・係長級・若手といった階層別
人材育成研修を実施します。

男女共同参画 
推進課（女性 
活躍推進室）

競争入札参加資格審
査における「女性の 
活躍推進」 加点制度

県の競争入札参加資格審査の地域貢献活動評価
項目に「女性の活躍推進」を設け、女性従業員
の登用を進める事業所を支援します。

男女共同参画 
推進課（女性 
活躍推進室）

企業、経済団体、関
係行政機関等と連携
した取組の推進

経済団体や関係行政機関、市町村と連携し、女
性の人材育成や登用推進に向けた企業等の制度
整備や職場風土 の変革の推進を支援します。

労働局新雇用 
開発課
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施策・事業等名 施策・事業等の概要 事業
再掲 所管課（室）名

公立大学法人福岡女
子大学における女性
リーダー養成事業

公立大学法人福岡女子大学において、企業の管
理職等の女性を対象に、トップリーダーとして
必要な素養を身につけ、ネットワークを構築す
るための研修を実施します。

私学振興・青
少年育成局政
策課

女性医師キഄリア形
成支援事業

女性医師のネットワーク構築及びキഄリア教育
の支援により、女性医師のキഄリア形成を支援
し、就業継続や復職の促進を図ります。

1-(2) ①

医 療 指 導 課
（ 医 師・ 看 護

職員確保対策
室）

女性職員の積極的登
用・育成

女性職員の管理職登用の拡大を図るとともに、
将来の管理職候補となる係長及び課長補佐相当
職への女性職員の登用を積極的に推進します。
女性職員の職域拡大を一層推進し、研修などを
活用した人材育成に取り組むとともに、管理職
を中心とした職員の意識改革を通じて、個々の
職員が持つ能力を十分に発揮できる職場づくり
を推進します。

人事課

教育庁総務企 
画課

女性教職員の積極的
登用・育成

女性教職員の管理職登用の拡大を図るとともに、
中堅的なリーダーとなる主幹教諭や指導教諭へ
の登用及び主任・主事の育成を促進します。また、
研修等を活用した女性の人材育成に取り組むと
ともに、管理職を中心とした教職員の意識改革
を通じて、個々の教職員が持つ能力を十分に発
揮できる職場づくりを推進します。

教育庁教職員
課

女性警察官の採用・
登用の拡大
女性警察官・職員の
育成と効果的な配置
の促進

全警察官に占める女性警察官の割合の拡大を図
り、各種訓練などを通じて、女性警察官の能力
向上に努めます。また、幹部としての能力を備
えた女性警察官・職員の育成を図るとともに、
効果的な配置を推進します。

警察本部
警務課
教養課

女性当直研修会
全警察官に占める女性警察官の割合の拡大を図
り、各種訓練などを通じて、女性警察官の能力
向上に努めます。

警察本部
警務課

女性職員等の意識改
革のための取組の推
進

女性の活躍を推進するための研修を実施します。 人事課

副市町村長・人事担
当課長会議等での助
言

副市町村長・人事担当課長会議等において、女
性の登用・採用の促進を助言します。 市町村支援課

市町村女性職員の登
用状況調査・公表

市町村における女性管理職の登用状況を調査し、
結果の取りまとめ及び公表を行います。

男女共同参画 
推進課
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施策・事業等名 施策・事業等の概要 事業
再掲 所管課（室）名

市町村条例・計画策
定状況の調査・公表

市町村の男女共同参画に関する条例、計画の策
定状況を調査し、未策定市町村への助言、策定・
更新状況を公表します。

男女共同参画 
推進課

自治体事業主行動計
画策定状況調査・公
表

女性活躍推進法に基づく自治体の事業主行動計
画について、市町村の策定状況調査結果を取り
まとめ、公表します。

男女共同参画 
推進課（女性
活躍推進室）

行政職員のための男
女共同参画セഀナー

行政職員を対象としたセഀナーを開催し、市町
村行政を担う職員の男女共同参画への理解促進
を図ります。

男女共同参画 
推進課

　③　非正規雇用労働者の処遇改善、正規雇用への転換支援
○　パートタイഁ労働法などの労働関連法制度の周知・啓発を行うこと

　　により、正規労働者との均等・均衡待遇の確保を図ります。また、企
　　業への働きかけを通して正規雇用を目指す女性への支援を行います。

○　正規雇用への転換を促進するため、非正規で働くことの不安の軽減
　　や仕事に役立つ知識を得る講座を実施します。

【主要な施策、事業、取組み】

施策・事業等名 施策・事業等の概要 事業
再掲 所管課（室）名

働 く 女 性 の ハ ン ド
ブックの作成・周知

男女雇用機会均等法、育児介護休業法、パート
タイഁ労働法や両立支援制度など女性労働者に
関係の深い法制度等についてわかりやすく解説
したハンドブックを作成し、普及啓発に努めま
す。

1-(1) ① 労働局新雇用 
開発課

労働講座の実施
勤労者、事業主、人事・労務担当者等を対象と
して、労働問題等についての講座を開催し、学
習の機会を提供します。

1-(1) ① 労働局労働政 
策課

労働相談の実施
労使関係、労働条件、労働福祉等に関する問題
の解決のため事業主や労働者を対象とした情報
提供や労働相談等を行います。

1-(1) ①
2-(1) ③

労働局労働政 
策課

総合相談・専門相談
の実施

生き方や離婚・家族関係などすべての人が抱え
る広範囲な悩みに関する総合相談（電話・ംー
ル・面接）を実施します。総合相談のうち、専
門家の助言が必要な場合には専門相談（法律相
談、就業援助相談など）を実施します。

1-(1) ①
2-(1) ③
2-(2) ②

男女共同参画 
推進課
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施策・事業等名 施策・事業等の概要 事業
再掲 所管課（室）名

正規雇用促進企業支
援センター

県内企業における正規雇用の拡大を図るため、
国や関係機関と連携し、企業へのきめ細かな支
援により、労働者の職業的安定を促進するとと
もに、企業における人材の確保を行います。

労働局労働政 
策課

　④　女性の就業支援
○　子育て中の女性を対象に求人開拓、就職あっせんまでの一貫した就

　　職、再就職の支援を行うとともに、就職に向けた技術・資格の取得を
　　めざし、多様な職業訓練を行います。

○　取得した資格や経験を生かして就業できるよう支援を行います。
【主要な施策、事業、取組み】

施策・事業等名 施策・事業等の概要 事業
再掲 所管課（室）名

子育て女性就職支援
センター事業

子育て中の女性を対象に就職相談、就職支援情
報や保育情報の提供、就職サポートセミナーの
開催や求人開拓、就職あっせんまで一貫した支
援を行います。

2-(1) ①
2-(2) ①

労働局新雇用 
開発課

子育て中の方の就職
に向けた職業訓練

民間教育訓練機関等を活用した委託訓練の中で、
短時間訓練、託児付訓練、e ｰラーニングなど子
育て中の方が受講しやすいコースを実施します。

労働局職業能 
力開発課

福岡県保育士・保育
所支援センター

増大する保育需要に対応する保育士確保を図る
ため、センターにコーディネーターを配置し、
結婚や子育て等で保育現場を離れている保育士
有資格者を対象とした保育所へ就職支援等を行
います。あわせて、保育士資格の届出制度及び
保育人材の相談支援を開始し、潜在保育士の復
職支援を強化します。

子育て支援課

福 岡 県 ナ ー ス セ ン
ター事業

離職した看護職員（保健師、助産師、看護師、
准看護師）が職場に復帰できるよう、県ナース
センターにおいて復職支援研修や無料職業紹介
などの取組を進めます。

医 療 指 導 課
（ 医 師・ 看 護

職員確保対策
室）

女性起業家の育成支
援

県内の関係金融機関、起業支援機関と連携し、
起業を目指す女性、起業後間もない女性に対す
る支援を行います。

新事業支援課
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施策・事業等名 施策・事業等の概要 事業
再掲 所管課（室）名

中小企業融資制度の
活用

創業に必要な資金の融資を促進し、地域の産業
振興を図ります。

中小企業振興 
課

女性向け創業巡回相
談

創業を目指す女性や創業して間もない女性の
様々な課題や問題について、県内 4 地域で女性
の専門家が相談を実施します。

新事業支援課

　⑤　農林水産業・商工業等における女性の経営参画の促進
○　起業を希望する女性に対し、女性が起業する際の課題などを踏まえ

　　た支援等を行い、女性の起業を促進します。
○　女性の労働への評価を高め、経営参画を進めるとともに、女性農林

　　漁業者の起業促進に向けた取組みを行います。　
【主要な施策、事業、取組み】

施策・事業等名 施策・事業等の概要 事業
再掲 所管課（室）名

家族経営協定締結の
推進

家族経営協定締結の推進及び締結内容の充実・
実践を促進します。

経営技術支援 
課

女性農林漁業者の活
躍促進対策

起業家育成塾の開催、専門家による個別指導、
新商品開発、機器整備の支援を行うとともに女
性農林漁業者の活躍を広く PR することにより、
女性農林漁業者の活躍を促進します。

経営技術支援 
課

漁協女性部協議会育
成助成

漁協女性部協議会が行う研修等を支援し、女性
漁業者の経営参画を促進します。

水産局水産振 
興課

農村女性リーダーの
育成と活動支援

地域の牽引役となる農村女性リーダーの認定、
育成を行うことにより、女性農業者の経営参画
の促進を図ります。

1-(3) ② 経営技術支援 
課

商工会女性部活動の
支援

商工会等の女性部 ( 女性経営者等で構成 ) が行う
社会福祉・環境保全活動などの自主的な活動を
支援し、地域中小企業の活性化を促進します。

1-(3) ② 中小企業振興 
課
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（2）働き方改革、仕事と生活の両立
　①　多様で柔軟な働き方の推進

○　長時間労働是正に向けた啓発や、男性の育児休業取得・育児参画の
　　促進など、企業における仕事と生活の両立支援の取組みを促進します。

○　男女がともに、仕事と生活の両立を進めるうえで有効な働き方であ
　　るテレワークの活用を推進します。

○　企業の経営者が従業員の仕事と子育ての両立を支援する取組みを自
　　主的に宣言する「子育て応援宣言企業」の登録拡大と宣言企業におけ
　　る取組内容の充実を図り、仕事と子育ての両立ができる職場づくりを
　　推進します。

○　企業の経営者が従業員の仕事と介護の両立を支援する取組みを自主
　　的に宣言する「介護応援宣言企業」の登録拡大を図り、従業員が仕事
　　と介護を両立しながら、働き続けることができる職場づくりを推進し
　　ます。

○　県における男性職員の育児休業取得促進など仕事と生活の両立の促
　　進を図ります。

【主要な施策、事業、取組み】

施策・事業等名 施策・事業等の概要 事業
再掲 所管課（室）名

子育て応援宣言企業
の推進

企業や事業所の代表者が、従業員の仕事と子育
ての両立を支援する具体的な取組を自主的に宣
言し、それを県が登録する「子育て応援宣言企業」
の登録拡大と、男性の育児参加やテレワークの
の導入促進など取組内容の充実を図り、仕事と
子育てが両立できる職場づくりを推進します。

1-(3) ③ 労働局新雇用
開発課

介護応援宣言企業の
推進

企業や事業所の代表者が、従業員の仕事と介護
の両立を支援する具体的な取組を自主的に宣言
し、それを県が登録する「介護応援宣言企業登
録制度」の登録拡大を図り、仕事と介護を両立
できる職場づくりを推進します。

1-(3) ③ 労働局新雇用
開発課

介護と仕事の両立相
談支援事業

家族の介護が必要となっても働き続けることが
できるよう、介護保険サービス、介護休業制度
等の周知を含めた出前講座・相談を実施するこ
とで、介護と仕事の両立を支援します。

1-(2) ②
1-(3) ③

高齢者地域包
括ケア推進課

企業への専門家派遣

個別企業に対して社会保険労務士や中小企業診
断士といった専門家を派遣し、女性登用、仕事
と家庭の両立支援などに向けて、一般事業主行
動計画の策定や就業規則の見直し等、企業の実
情に応じた具体的なアドバイスを実施します。

1-(1) ②
男女共同参画
推進課（女性
活躍推進室）

柱 1　男女がともに活躍できる社会の実現
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施策・事業等名 施策・事業等の概要 事業
再掲 所管課（室）名

女性医師確保支援事
業

短時間勤務や当直免除等を利用する女性医師の
代替医師にかかる経費を一部補助し、女性医師
の就労環境改善を促進します。

医 療 指 導 課 
（ 医 師・ 看 護

職員確保対策
室）

女性医師キഄリア形
成支援事業

女性医師のネットワーク構築及びキഄリア教育
の支援により、女性医師のキഄリア形成を支援
し、就業継続や復職の促進を図ります。

1-(1) ②

医 療 指 導 課 
（ 医 師・ 看 護

職員確保対策
室）

女性の就業継続促進
及び男女の働き方の
見直し

若者・女性・高齢者などの多様な人材がそれぞ
れの事情に応じて多様な働き方を選択でき、そ
の意欲と能力を発揮できる魅力ある職場づくり
に向けた実践的な研修を実施するほか、企業内
の働き方改革の取組を宣言・実行する「よかばい・
かえるばい企業」に対し、フォローアップを行
うなど、働き方改革の実践に向けた取組を実施
します。

1-(3) ③ 労働局労働政
策課

男性職員の育児休業
等取得促進

育児休業等制度の周知と育児休業等を取得しや
すい環境づくりに努めるとともに、育児休業中
の職員に対し適宜情報提供を実施します。

人事課

男性教員・男性職員
の育児休業等取得促
進

教育庁総務企
画課
教育庁教職員
課

男性警察官・男性職
員の育児休業取得促
進

育児休業制度の周知と育児休業の取得しやすい
環境づくりに努めるとともに、育児休業中の全
職員に対して面談及び各種情報提供を実施しま
す。

警察本部警務 
課

　②　仕事と生活が両立できる環境の整備
○　待機児童の解消や、多様なニーズに対応した保育サービス等の充実

　　を図るとともに、老人福祉施設等の整備促進や介護サービスの充実に
　　より、仕事と子育て、介護との両立を支援します。　

【主要な施策、事業、取組み】

施策・事業等名 施策・事業等の概要 事業
再掲 所管課（室）名

育児休業者、介護休
業者生活資金融資制
度の実施

育児、介護休業を取得された方を対象に、休業
期間中に必要とする生活資金を無担保・低金利・
長期にわたって貸与するための融資制度を実施
します。

1-(3) ③ 労働局労働政 
策課
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柱 1　男女がともに活躍できる社会の実現

施策・事業等名 施策・事業等の概要 事業
再掲 所管課（室）名

保育所

保育所の認可、指導監督を行います。質の高い
幼児教育・保育を提供できるよう環境の充実を
図るため、保育所整備による定員拡大や保育の
担い手である保育士の処遇改善や研修を実施し
ます。
また、子ども・子育て支援新制度に基づく施設
型給付による財政支援を行います。

子育て支援課

認定こども園

幼保連携型認定こども園の認可・指導監督を行
い、幼保連携型以外 ( 幼稚園型、保育所型、そ
の他の型 ) の認定こども園の認定を行います。 
質の高い幼児教育・保育の提供が行われるよう、
子ども・子育て支援新制度に基づく施設型給付
を行います。

子育て支援課

認定こども園
施設型給付による財政支援を行い、就労形態に
関わりなく利用可能で、幼児教育と保育を一体
的に提供する認定こども園の普及を図ります。

子育て支援課

小規模保育事業等

市町村が認可を行う小規模保育事業所等で、質
の高い幼児教育・保育を提供できるよう、子ども・
子育て支援新制度に基づく施設型給付による財
政支援を行います。また、環境の充実を図るため、
施設整備による定員拡大や創設を実施します。

子育て支援課

延長保育、病児保育

働く女性の増加や通勤時間の長時間化等に伴う
保育需要に対応するため、延長保育の促進に努
めます。子どもが病気の際に家庭での保育が困
難な場合に、病院等に併設された施設等で児童
を一時的に保育する病児保育事業の促進に努め
ます。

子育て支援課

放課後児童クラブ

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校
に就学している児童を放課後や夏休み等の長期
休暇に専用施設や余裕教室等で預かり、放課後
児童支援員を配して、適切な遊びや生活の場を
提供し、児童の健全育成を図ります。

私学振興・青
少年育成局青
少年育成課

介護保険対策事業

介護サービスが充実されるよう、介護支援専門
員実務研修受講試験や各種研修を実施すること
で介護支援専門員の養成、資質の向上を図りま
す。

高齢者地域包 
括ケア推進課

介護サービス事業所の指導・育成を行うことに
より、介護サービスの充実を図ります。 介護保険課

介護と仕事の両立相
談支援事業

家族の介護が必要となっても働き続けることが
できるよう、介護保険サービス、介護休業制度
等の周知を含めた出前講座・相談を実施するこ
とで、介護と仕事の両立を支援します。

1-(2) ②
1-(3) ③

高齢者地域包
括ケア推進課
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施策・事業等名 施策・事業等の概要 事業
再掲 所管課（室）名

老人福祉施設等の整
備促進

特別養護老人ーഁ、介護老人保健施設、軽費
老人ーഁ、養護老人ーഁ等の老人福祉施設
等の創設、改築などの整備を促進します。

介護保険課

（3）地域・家庭・社会活動における男女共同参画の推進
　①　自治会等地域コミュニティの運営における男女共同参画の推進

○　女性の役員への参画促進、働く世代の男女に地域活動に参加するこ
　　とを促す工夫や好事例の紹介などを、市町村等と連携して積極的に展
　　開します。

○　役職を受けることについて、知識や能力の面での不安や責任が重い
　　ことを負担と感じる女性も多いことから、女性リーダーの育成に向け
　　た研修等を行います。

【主要な施策、事業、取組み】

施策・事業等名 施策・事業等の概要 事業
再掲 所管課（室）名

地域における女性の
活躍推進

地域活動に積極的に関わっている女性等を対象
に、市町村・男女共同参画センター・地域団体
が連携して、地域の課題を解決するために必要
な知識やスキルを習得するための研修を実施し
ます。

男女共同参画
推進課

トップリーダー啓発
事業

各種団体のトップが集まる会議・研修会等の場
に、その団体に適した講師を派遣し、男女共同
参画の意識の醸成を図ります。

男女共同参画
推進課

地域のリーダーを目
指す女性応援事業

地域の政策決定の場への女性の参画を進めるた
め、リーダーとなる女性を育成します。

男女共同参画
推進課

男女共同参画の視点
を持った災害対応人
材育成事業

男女共同参画の視点をもって防災・復興に対応
できる人材の育成を通じて、平常時からの地域
コഀュニティの男女共同参画を推進します。

2-(4) 男女共同参画
推進課

女 性 団 体 の ネ ッ ト
ワークとの連携

福岡県内の女性団体・グループが相互に情報交
換、交流を深めるために組織された「福岡県男
女共同参画推進連絡会議 ( 愛称 : ふくおかみらい
ねっと )」の取組を支援します。

男女共同参画
推進課
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柱 1　男女がともに活躍できる社会の実現

　②　地域づくり・社会活動への女性の活躍推進
○　女性が主体的に活動している団体による地域活性化や地域の課題解

　　決に向けた取組みを支援し、先進事例の情報発信を図ることにより、
　　地域づくりへの女性の参画を促進します。

【主要な施策、事業、取組み】

施策・事業等名 施策・事業等の概要 事業
再掲 所管課（室）名

地域づくり団体への
支援

「地域づくりネットワーク福岡県協議会」への女
性が主体的に活動している団体の加入促進を行
い、情報提供、団体相互の交流推進、表彰など
活動の支援を行います。

広域地域振興
課

好事例の情報収集、
提供

地域づくりの様々な活動に女性が参画した事例
などの情報収集及び発信を行い、女性の参画を
促進します。

男女共同参画
推進課

農村女性リーダーの
育成と活動支援

地域の牽引役となる農村女性リーダーの認定、
育成を行うことにより、女性農業者の経営参画
の促進を図ります。

1-(1) ⑤ 経営技術支援
課

商工会女性部活動の
支援

商工会等の女性部 ( 女性経営者等で構成 ) が行う
社会福祉・環境保全活動などの自主的な活動を
支援し、地域中小企業の活性化を促進します。

1-(1) ⑤ 中小企業振興
課

　③　男性の暮らし方の変革
○　「家事・育児・介護」の負担が女性に偏り、生活の質への影響、就

　　業継続や仕事との両立の難しさにつながっている現状を改善するため、
　　男性に期待されている「仕事」のあり方や男性自身の「仕事」への向
　　き合い方の変革と併せて、男性の「家事・育児・介護」への参画を促
　　進します。

【主要な施策、事業、取組み】

施策・事業等名 施策・事業等の概要 事業
再掲 所管課（室）名

育児休業者、介護休
業者生活資金融資制
度の実施

育児、介護休業を取得された方を対象に、休業
期間中に必要とする生活資金を無担保・低金利・
長期にわたって貸与するための融資制度を実施
します。

1-(2) ② 労働局労働政
策課
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施策・事業等名 施策・事業等の概要 事業
再掲 所管課（室）名

子育て応援宣言企業
の推進

企業や事業所の代表者が、従業員の仕事と子育
ての両立を支援する具体的な取組を自主的に宣
言し、それを県が登録する「子育て応援宣言企業」
の登録拡大と、男性の育児参加やテレワークの
導入促進など取組内容の充実を図り、仕事と子
育てが両立できる職場づくりを推進します。

1-(2) ① 労働局新雇用
開発課

介護応援宣言企業の
推進

企業や事業所の代表者が、従業員の仕事と介護
の両立を支援する具体的な取組を自主的に宣言
し、それを県が登録する「介護応援宣言企業登
録制度」の登録拡大を図り、仕事と介護を両立
できる職場づくりを推進します。

1-(2) ① 労働局新雇用
開発課

介護と仕事の両立相
談支援事業

家族の介護が必要となっても働き続けることが
できるよう、介護保険サービス、介護休業制度
等の周知を含めた出前講座・相談を実施するこ
とで、介護と仕事の両立を支援します。

1-(2) ①
1-(2) ②

高齢者地域包
括ケア推進課

女性の就業継続促進
及び男女の働き方の
見直し

若者・女性・高齢者などの多様な人材がそれぞ
れの事情に応じて多様な働き方を選択でき、そ
の意欲と能力を発揮できる魅力ある職場づくり
に向けた実践的な研修を実施するほか、企業内
の働き方改革の取組を宣言・実行する「よかばい・
かえるばい企業」に対し、フォローアップを行
うなど、働き方改革の実践に向けた取組を実施
します。

1-(2) ① 労働局労働政
策課

（4）様々な政策・方針決定過程への女性の参画推進
○　福岡県の審議会等における女性委員の比率の維持・向上を目指して、 

　　全ての関係部局において女性委員の登用を進めます。
○　市町村に対し、審議会等の女性登用促進に向けて状況把握及び女性

　　人材の情報提供等を行います。
○　政治分野における男女共同参画の推進を図るため、実態の調査や情

　　報の収集、必要な啓発活動を行います。
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【主要な施策、事業、取組み】

施策・事業等名 施策・事業等の概要 事業
再掲 所管課（室）名

地域の政策・意思決
定女性参画促進事業

市町村の施策や意思決定の場に女性人材の参画
が進むよう、行政職員を対象に、地域団体等と
の協働や男女共同参画の視点での事業企画の手
法を学ぶ実践研修を行います。また、地域で活
動する団体等を紹介するサイト「地域のすばる」
を運営します。

男女共同参画
推進課

県の審議会等におけ
る女性委員の登用推
進

県の審議会等における女性の登用を促進する取
組を進めます。 全庁・教育庁

市町村審議会等にお
け る 女 性 比 率 の 調
査・公表

市町村審議会等の女性委員に関する調査を行い、
各市町村の女性登用率を公表するとともに女性
人材情報の提供など支援を行います。

男女共同参画
推進課

農業委員会における
女性委員の登用推進

関係機関 ( 農業会議、市町村 ) との連携のもと、
農業委員会に男女共同参画に関する啓発を行い、
女性農業委員の登用を促進します。

経営技術支援
課

農業協同組合におけ
る女性役員の登用推
進

指導機関（JA 福岡中央会）との連携のもと、農
業協同組合における女性役員の登用を促進しま
す。

団体指導課

漁業協同組合におけ
る女性役員の登用推
進

漁協系統組織（県漁連、福岡有明海漁連等）と
の連携のもと、漁業協同組合における女性役員
の登用を促進します。

水産局漁業管
理課

柱 1　男女がともに活躍できる社会の実現
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 柱 2　 誰もが安全・安心に暮らせる社会の実現

＜現状・課題＞
○　DV や性暴力、セクシュアルハラスംントは、犯罪となる行為をも含む

　　重大な人権侵害であり、自己肯定感や自尊感情を失わせるなど、心への影
　　響も大きく、その後の人生に大きな支障を来たし、貧困や様々な困難につ
　　ながることもあるため、暴力を容認しないという意識の徹底と被害の防止、
　　被害者の安全確保が必要です。

○　約 3 割の女性が DV を受けた経験があり、警察と配偶者暴力相談支援セ
　　ンターでの相談等件数は、年間 4,000 件を超えるなど、依然として多くの
　　相談が寄せられています。

○　新型コロナウイルスの影響により、DVの増加が懸念されることから、相
　　談体制の充実を図る必要があります。

○　交際相手からの暴力である「デート DV」に関する認識度は、県民意識
　　調査によると 33.8％と低く、家庭内だけでなく交際相手からのデート DV
　　防止の啓発を更に進める必要があります。

○　DV は、主に家庭内や親密な関係の中で行われ、外部から発見しにくく、
　　被害者が相談をためらい、被害が深刻化する傾向にあるため、早期の相談
　　や保護につなぐ必要があります。

○　性犯罪については、平成 25（2013）年度に、「性暴力被害者支援センター・
　　ふくおか」を設置し、24 時間・365 日相談を受け付けるなど、性暴力被
　　害者支援の充実を図ってきています。性犯罪の認知件数は、減少傾向にあ
　　るものの、依然として、年間 300 件以上発生している状況です。

○　「福岡県における性暴力を根絶し、性被害から県民等を守るための条例」
　　に基づき取り組んでいる性暴力根絶に向けた教育、性暴力被害者支援、加
　　害者の再犯防止対策などの取組みを更に進める必要があります。

○　企業におけるセクシュアルハラスംントについては、男女雇用機会均等
　　法により、相談窓口の設置、セクシュアルハラスംントに対する対処方
　　針の周知、セクシュアルハラスംントの相談をした者に対する事業主によ
　　る不利益な取扱い禁止など対策が強化されてきました。一方で、企業内で
　　のセクシュアルハラスംントに加え、フリーランスの人に対する発注者か
　　らのセクシュアルハラスംント、大学、スーツ界、就職活動の場におけ
　　るセクシュアルハラスംントなど、様々な場面でハラスംントが問題となっ
　　ています。



47

第
２
部

施
策
の
方
向

○　ひとり親家庭のうち、母子家庭の母の約半数が非正規雇用であり、その
　　年収は 200 万円台にとどまるなど厳しい生活を余儀なくされています。

　　また、子どもの養育費を受給している母子家庭は、4 分の 1 に満たず、
　　養育費の確保に向けた取組みが重要です。

○　障がいのある女性、外国人女性、部落差別を受ける女性は、障がいがあ
　　ること、外国人であること、部落差別などに加えて、女性であることで複
　　合的に困難な状況に置かれないよう、生活や就業面の支援や人権擁護の取
　　組みが重要です。最近では、性的少数者の人権問題が顕在化しており、性
　　同一性障害や性的指向を理由に困難な状況に置かれないよう、その理解の
　　促進など新たな取組みが求められています。

○　生涯を通じ健康を維持することは、いきいきと働き、社会で活動するた
　　めの重要な基盤です。平均寿命が延び人生 100 年時代が到来する中、健康
　　寿命を延ばし、学び・働き続けられる環境づくりが求められています。

○　女性の心身の状態は、年代によって大きく変化するという特性があり、
　　「リプロダクティブヘルス / ライツ」（性と生殖に関する健康と権利）の視
　　点が重要です。

○　体力の向上や健康の保持増進を図るとともに、生きがいや仲間づくりの
　　ため、スーツの活用が重要です。「県民の運動・スーツに関する調査」
　　（福岡県　平成 29（2017）年）によると、1 年間にスーツを「まったく
　　行わなかった」割合は、女性が 27.7％で男性を 6.5 イント上回っており、
　　スーツを推進することが必要です。

○　男性は女性に比べ自殺者が多く、長時間労働や、「男は容易に弱音を吐
　　くべきではない」という考えにより、悩みや問題を一人で抱え込み、孤立
　　しがちであることが一因と考えられます。

〇　平成 29（2017）年の九州北部豪雨をはじめ、福岡県では 4 年連続して
　　豪雨災害が発生しています。防災・減災対策、避難所運営などの被災者支
　　援、災害からの復興といった各場面において、女性の視点で対応すること
　　が必要とされており、意思決定の場や現場において活躍する女性の育成が
　　求められています。

柱 2　誰もが安全・安心に暮らせる社会の実現
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＜施策の方向＞
（1）人権を侵害する暴力の根絶

　①　配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援
○　「福岡県配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本

　　計画」に基づき、DV の根絶に向けた啓発を推進し、被害の防止に努
　　めます。

○　相談体制の充実、被害者の保護と安全の確保及び自立のための支援
　　について、関係団体と連携し総合的な対策を図ります。

○　新型コロナウイルス感染症による社会変化を踏まえ、ംールや SNS
　　による相談ができるよう、取組みを進めます。

※本計画における DV（ドംスティック・バイオレンス）とは、配偶者（事実婚を含む）
　や配偶者であった者、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力に加え、生活の
　本拠を共にしない交際相手からの暴力。
※「暴力」とは、
　・身体的なもの（殴る、蹴る　など）
　・精神的なもの（大声でどなる、無視する、行動を制限、監視・束縛　など）
　・経済的なもの（生活費を渡さない、借金をさせる　など）
　・性的なもの（性行為の強要、避妊に協力しない　など）

【主要な施策、事業、取組み】

施策・事業等名 施策・事業等の概要 事業
再掲 所管課（室）名

DV 根絶に向けた啓
発

様々な機会を活用し、広く県民に対して暴力を
容認しない意識及び DV に関する正しい理解を進
める啓発、法律に基づく支援制度について周知
を図ります。
交際相手からの暴力（デート DV）の防止のため、
様々な機会を活用して、中学生、高校生、大学
生などの若年層への啓発の充実を図ります。

男女共同参画
推進課

人権・同和対
策局調整課

教育庁義務教
育課
教育庁高校教
育課
教育庁特別支
援教育課

被害防止体制の構築

相談窓口の周知や医療・保育や学校関係者、民
生委員など被害者を発見しやすい立場にいる関
係者へ、研修等により DV の早期発見、通報の必
要性などについて理解を深めます。また、加害
者対策について情報収集を行い、研究・検討を
行います。

男女共同参画
推進課

警察本部人身
安全対策課
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施策・事業等名 施策・事業等の概要 事業
再掲 所管課（室）名

相談体制の充実

女性相談所や配偶者暴力相談支援センターのそ
れぞれの役割に応じた機能の充実を図ります。
また、市町村に対し、婦人相談員を配置するな
ど支援体制の強化を働きかけます。男性や性的
少数者の被害者に適切に対応するため、男性相
談や性的少数者向けの相談を実施します。また、
相談員や関係職員の資質向上に向けた研修を実
施します。

男女共同参画
推進課

若年女性を対象に、夜間見回りによる声掛けな
どのアウトリーチや電話・ംール等による相談、
安心・安全な居場所の提供、公的機関への同行
支援等を実施します。

男女共同参画
推進課

相談員や関係職員の資質向上に向けた研修を実
施します。

警察本部被害
者支援・相談
課

一時保護体制の充実

被害者の安全・安心を重視し、本人の意思を尊
重するとともに、一人ひとりの状況に応じた一
時保護所・支援体制の充実を図ります。障がい
のある人や高齢者など被害者の状況をふまえた
一時保護委託先の拡充を図ります。配偶者暴力
相談支援センターと児童相談所や市町村の連携
強化や一時保護所の機能充実等により、被害者
が同伴する子どもの適切な保護、心理的ケアや
保育機能の充実を図ります。

男女共同参画
推進課

被害者の安全確保

被害者への身体的暴力が行われていると認める
ときは、被害者の意思を尊重しながら、加害者
に対する検挙・警告等の措置を講じるとともに、
避難など被害者の援助を行います。裁判所が保
護命令を発した時は、被害者に対して留意事項
等を伝達するとともに、加害者への指導警告等
を行います。

男女共同参画
推進課

警察本部人身
安全対策課

被害者の自立のため
の住宅確保の支援

被害者が安心して暮らすことができる生活基盤
の確保のため、住宅確保の支援として、県営住
宅の抽選方式募集における倍率優遇措置等を行
うとともに、地域優良賃貸住宅において被害者
世帯も入居対象とします。

県営住宅課
住宅計画課

DV 被害者を含む住宅確保要配慮者の円滑な住ま
いの確保を支援するため「住宅確保要配慮者に
対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に
基づく居住支援法人の指定とセーフティネット
住宅の登録・情報提供を行います。

住宅計画課

柱 2　誰もが安全・安心に暮らせる社会の実現



50

第
２
部

施
策
の
方
向

施策・事業等名 施策・事業等の概要 事業
再掲 所管課（室）名

被害者の自立のため
の支援

被害女性の経済的自立のため、職業訓練の受講
機会の提供や県の関係機関との連携による就業
支援を行うとともに、児童扶養手当などのひと
り親家庭支援制度や生活保護制度について情報
提供を行います。また、保護施設等との連携強
化により、被害者の状況に応じた自立支援を効
果的に行います。

1-(1) ④
2-(2) ①

労働局新雇用
開発課

児童家庭課

保護・援護課

男女共同参画
推進課

一時保護解除後の DV 被害者等女性が、地域で自
立し定着するための支援の充実を図ります。

男女共同参画
推進課

被害者の情報保護

被害者の個人情報保護に関し、市町村における
閲覧制限などの適正な措置について市町村への
周知を徹底します。国民健康保険に関する市町
村に対する実地調査の際、DV 被害者の国民健康
保険の適用について、聴取し、制度の周知を行
います。

男女共同参画
推進課

市町村支援課

医療保険課

学校等において被害者の児童生徒の安全確保、
個人情報保護について適切な対応を進めます。

教育庁義務教
育課
教育庁高校教
育課
教育庁特別支
援教育課

関係団体との連携強
化

配偶者からの暴力防止対策連絡会議（中央ネッ
ト）の参加機関の追加など組織機能の強化や内
容の充実を図ります。また、市町村に対して被
害者の情報保護や行政手続きのワンストップ化
等、被害者の支援を充実させるための庁内連絡
会議の設置を働きかけます。

男女共同参画
推進課

　②　性暴力等の根絶及び被害者支援
○　性犯罪をはじめとする性暴力の根絶に向けた教育、研修、広報啓発

　　の推進、性被害者支援の充実、加害者の再犯防止対策など、総合的な
　　対策を行います。

○　ストーカーや売春、児童ルノ等の事案の取り締まりの強化、被害
　　者の保護や立ち直りの支援を行います。　
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柱 2　誰もが安全・安心に暮らせる社会の実現

【主要な施策、事業、取組み】

施策・事業等名 施策・事業等の概要 事業
再掲 所管課（室）名

性暴力被害者支援セ
ンター・ふくおかの
運営

性暴力被害者が安心して相談でき、医療面のケ
アを含め必要な支援を迅速に受けることができ
るよう、「性暴力被害者支援センター・ふくおか」
を運営します。センターでは、相談員が電話で
の相談に応じ、さらに、面接相談や、産婦人科
医療をはじめとする医療面のケア、警察等への
付添い、被害回復に必要な医療費等に対する公
費支出など、被害直後から総合的な支援を行い
ます。また、心理専門職を配置し、子どもの性
被害に的確に対応します。

生活安全課

性犯罪被害防止に向
けた広報啓発

性犯罪撲滅街頭キഄンーンの実施や被害に遭
いやすい年齢層に対する性犯罪被害防止の啓発
冊子の作成配布などを行います。

生活安全課

性暴力根絶のための
広報啓発

性暴力の被害者にも加害者にもならないよう、
小・中・高・大学生及び県民・事業者に対して
性暴力根絶に向けた啓発冊子の作成配布、SNS
やインターネットを活用した広報、啓発動画の
作成を行います。

生活安全課

学校や事業所等への
性暴力対策アドバイ
ザー派遣

児童・生徒に対して性暴力根絶及び性暴力被害
者支援に関する総合的な教育などを行うアドバ
イザーを派遣します。

生活安全課

性暴力加害者の社会
復帰支援

性暴力加害者の再犯防止及び社会復帰のため、
再犯防止専門プログラഁの実施や生活の自立を
支援します。

生活安全課

性暴力対策に関する
「 協 議・ 検 討 の 場 」

の設置

福岡県性暴力根絶条例の的確な運用を図るため、
関係機関との連携を強化します。 生活安全課

性暴力対策アドバイ
ザー養成講座の案内

スクールカウンセラーが、性暴力についての認
識を深め、児童生徒からの相談にも適切に対応
できるよう、性暴力対策アドバイザー養成講座
について関係機関と連携して案内します。

教育庁義務教
育課
教育庁高校教
育課
教育庁特別支
援教育課

性暴力の根絶等に関
する総合的な教育

性暴力根絶条例に基づき、小学校、中学校、高
等学校等において、児童・生徒の発達段階に応じ、
性暴力の根絶等に関する総合的な教育を、性暴
力対策アドバイザー派遣事業により実施します。

教育庁高校教
育課
教育庁義務教
育課
教育庁特別支
援教育課
教育庁人権・
同和教育課
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施策・事業等名 施策・事業等の概要 事業
再掲 所管課（室）名

性犯罪への適切な対
応及び被害者への支
援

加害者に対する的確な刑罰法令の適用を行いま
す。被害者が安心して被害の届出ができる環境
を整備します。被害者の精神的負担の防止・軽
減を図るため、被害者の事情聴取等に従事する
性犯罪捜査官を指定します。

警察本部捜査
第一課

女性警察官に対する
研修の実施

性犯罪事件捜査等に携わる女性警察官を警察学
校に入校させ、精神科医、検察官や本部専務員
を招聘し、被害者の精神状態やそれに伴う被害
者対応要領、証拠採取要領等の講義を受講させ
ます。

警察本部捜査
第一課

ストーカー事案対策
の推進

ストーカー事案に対して取締りを強化するとと
もに、被害者の安全確保を最優先に迅速かつ組
織的に対応します。若年層や社会人等に対する
ストーカー被害に遭わないための広報啓発活動
を推進します。

警察本部人身
安全対策課

売春事犯等の取締り
の強化

売春事犯、人身取引事犯等の取締りを強化しま
す。関係業種に対する行政処分及び行政指導の
徹底を図ります。

警察本部生活
保安課

児童買春、児童ル
ノ事犯等の取締りの
強化

少年の福祉を害する児童買春、児童ルノ事犯
等の取締りを強化するとともに、被害少年の発
見・保護及び立ち直り支援を推進します。

警察本部少年
課

アダルトビデオ出演
強要問題への適切な
対応

違法行為に対しては、法と証拠に基づき厳正な
取締りを行います。若年女性を対象とした教育
や広報啓発・情報発信活動等を通じて、被害防
止対策を行います。

警察本部生活
保安課

相談体制の充実
性犯罪被害相談電話

「♯ 8103」の周知

性犯罪被害相談電話「♯ 8103」により、性犯罪
被害者の立場に立った相談対応を行い、関係機
関と連携し、きめ細やかな支援を行います。
効果的な広報を行い、県民への周知に努めます。

警察本部
被害者支援・
相談課

　③　セクシュアルハラスメントの防止
○　男女雇用機会均等法や女性活躍推進法など労働関連法制度の周知を

　　図るとともに、セクシュアルハラスംントやタニティハラスംント、
　　パタニティハラスംントなど職場で直面するトラブル等の相談に応え
　　ます。
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【主要な施策、事業、取組み】

施策・事業等名 施策・事業等の概要 事業
再掲 所管課（室）名

トップリーダー啓発
事業（企業に対する
啓発）

事業主及び企業の人事労務責任者等を対象に、
男女雇用機会均等法や女性活躍推進法など関係
法制度等の周知徹底を図るための研修会を実施
します。

1-(1) ①
1-(1) ②

労働局新雇用
開発課

労働相談の実施
労使関係、労働条件、労働福祉等に関する問題
の解決のため事業主や労働者を対象とした情報
提供や労働相談等を行います。

1-(1) ①
1-(1) ③

労働局労働政
策課

総合相談・専門相談
の実施

生き方や離婚・家族関係などすべての人が抱え
る広範囲な悩みに関する総合相談（電話・ംー
ル・面接）を実施します。総合相談のうち、専
門家の助言が必要な場合には専門相談（法律相
談、就業援助相談など）を実施します。

1-(1) ①
1-(1) ③
2-(2) ②

男女共同参画
推進課

職員に対するハラス
ംント防止対策

ハラスംント防止に係る研修を職員研修所で実
施するほか、所属研修を実施する際の活用資料 
の情報提供、職員への相談体制の整備・周知を
図ります。

1-(1) ① 人事課

ハラスംントについて、職員研修所における研
修受講の促進や所属研修を実施する際の活用資
料等の情報提供、職員への相談体制の整備・周
知を図ります。

1-(1) ① 教育庁総務企
画課

ハラスംントに関し、ംールガジン等による
情報提供、職員への相談体制の整備・周知を図
ります。

1-(1) ① 教育庁教職員
課

良好な職場環境の確保するため、各種教養を通
じてハラスംントに関する職員の意識改革を行
うなど、ハラスംント防止対策を推進します。

1-(1) ① 警察本部警務
課

（2）生活上の困難や人権課題に直面した女性等への支援
　①　ひとり親家庭等への支援

○　ひとり親家庭の親及び寡婦の経済的自立と生活の安定を図るため、
　　生活支援や就業支援、養育費相談を行うとともに、子どもの学習支援
　　を推進し、次世代への貧困の連鎖を断ち切るための取組みを進めます。
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【主要な施策、事業、取組み】

施策・事業等名 施策・事業等の概要 事業
再掲 所管課（室）名

母子父子寡婦福祉資
金の貸付

ひとり親家庭の親及び寡婦の経済的自立と生活
意欲の助長を図り、併せて扶養している児童の
福祉の増進を図ることを目的として、無利子又
は低利での資金の貸付を行います。

児童家庭課

母子・父子自立支援
員による支援

婦人相談員兼母子・父子自立支援員を県保健福
祉（環境）事務所 に配置し、相談に応じ自立に
必要な支援を実施します。

児童家庭課

ひとり親サートセ
ンター事業

就業相談員による相談や、就職に役立つ資格の
取得・スキルアップを目指した就業支援講習会
など、就業までの総合的な支援を実施します。
また、養育費について、弁護士による無料法律
相談や、電話による弁護士相談「養育費・ひと
り親 110 番」等を実施します。

児童家庭課

ひとり親家庭への家
庭生活支援員派遣

ひとり親家庭の親及び寡婦が疾病等のため一時
的に家事援助、保育等のサービスが必要な場合
等に、家庭生活支援員を派遣します。

児童家庭課

就業支援のための給
付費の助成

ひとり親家庭の親の職業能力の開発や資格取得
のための給付金を支給します。 児童家庭課

子育て女性就職支援
センター事業

子育て中の女性を対象に就職相談、就職支援情
報や保育情報の提供、就職サートセഀナーの
開催や求人開拓、就職あっせんまで一貫した支
援を行います。

1-(1) ④
2-(1) ①

労働局新雇用
開発課

ひとり親家庭のため
の 学 習 支 援  ラ ン
ティア事業

ひとり親家庭に大学生等のランティアを派遣
し、子どもの学習支援を行うとともに、子ども
の良き理解者として進学相談等に応じます。

児童家庭課

生活困窮者の自立支
援

生活困窮者が困窮状態から早期に脱却すること
を支援するため、本人の状況に応じた包括的か
つ継続的な相談支援等を実施します。

2-(2) ② 保護・援護課

　②　高齢者差別、障がいのある人への差別、国籍による差別、部落差別、
　　　性的少数者への差別などがなく安心して暮らせる環境の整備

○　高齢女性が、地域で安心して暮らしていけるよう支援するとともに、
　　意欲ある高齢者が経験 ・ 知識・技能を活かして生活できるよう取り
　　組みます。

○　障がいのある女性に対する虐待防止や雇用の推進を図るため、障が
　　いに対する理解を深める啓発に取り組みます。
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○　外国人女性が異なる言語や文化、価値観の違い、地域における孤立
　　などの困難な状況に置かれないよう、国際理解のための啓発を推進す
　　るとともに、外国語による各種情報提供や相談への対応を行います。

○　部落差別問題に加えて、女性であることでさらに複合的に困難な状
　　況に置かれないよう、部落差別についての正しい理解を深めるための
　　啓発に取り組みます。

○　性的指向や性自認などを理由として困難な状況に置かれることのな
　　いよう、人権教育・啓発を推進するとともに、DV 相談等においては、
　　性的少数者の被害者に適切に対応するため、性的少数者を対象とした
　　専用の相談を実施します。

○　様々な人権課題に加え、女性であることで、複合的に生活上困難な
　　状況などに置かれないよう、相談支援など権利擁護の取組みを行いま
　　す。

【主要な施策、事業、取組み】

施策・事業等名 施策・事業等の概要 事業
再掲 所管課（室）名

70 歳 現 役 社 会 づ く
りの推進

年齢にかかわりなく、それぞれの意思と能力に
応じて活躍し続けることができる「70 歳現役社
会」を実現するため、「高齢者の活躍の場の拡大」、

「就業・社会参加支援」、「意識改革」に取り組み
ます。

労働局新雇用
開発課　

一人暮らし高齢者見
守り活動

ひとり暮らしの高齢者が孤立せず、安心して生
活できるよう地域における見守り活動を推進し
ます。

高齢者地域包
括ケア推進課

地 域 包 括 支 援 セ ン
ターの機能強化

市町村及び地域包括支援センター職員を対象と
した地域包括システഁの構築を図るための研修
を実施します。

高齢者地域包
括ケア推進課

高齢者の虐待防止・
権利擁護

高齢者虐待防止に対する対応力向上を図るため
の研修を実施します。

高齢者地域包
括ケア推進課

施設職員を対象とした高齢者虐待防止に関する
研修等を実施するとともに、身体拘束ゼロ作戦
推進会議を開催し、施設における身体拘束をな
くす取組みを推進します。

介護保険課

障がい者雇用の促進
事業主等を対象とした障がい者雇用に係る普及・
啓発と、求職障がい者の就業支援及び在職障が
い者の職場定着を図るための事業を実施します。

労働局新雇用
開発課
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施策・事業等名 施策・事業等の概要 事業
再掲 所管課（室）名

障がい者の職業訓練

障がい者の職業能力開発、就職支援のため、福
岡障害者職業能力開発校において施設内訓練を
実施するほか、民間教育訓練機関等を活用した
委託訓練を実施します。

労働局職業能
力開発課

障 が い 者 の 虐 待 防
止・権利擁護の推進

市町村、障がい福祉サービス事業所等の職員を
対象に障がい者虐待防止・権利擁護に関する知
識・支援技術にかかる研修を実施します。

障がい福祉課
（ 障 が い 福 祉

サービス指導
室）

障がいを理由とする
差別の解消の推進

（県障がい者差別解
消専門相談）

障がいを理由とする差別や合理的配慮の提供に
関する相談に対応します。 障がい福祉課

DV 防止外国語リー
フレットの配布

DV 被害の防止、相談窓口の周知を図るための外
国語の啓発資料を配布します。

男女共同参画
推進課

外国語による各種情
報提供

国際交流事業、国際交流団体、相談窓口等の情
報を日本語・英語・中国語・ハングルで紹介す
る情報誌を作成します。

国際局国際政
策課

外国語による相談の
実施

相談窓口をアクロス福岡のこくさいひろばに設
置し、電話、来所、ംール等による相談に対応
します。

国際局国際政
策課

地域日本語教室運営
ランティア支援

県内在住の外国人にとって生活上不可欠な日本
語の教室を運営しているランティアを対象に、
スキルアップセഀナー等を実施します。

国際局国際政
策課

公正採用選考啓発 公正な採用選考の実現のため、雇用主等に対す
る啓発を実施します。

労働局労働政
策課

人権教育・啓発の推
進

「福岡県人権教育・啓発基本指針」に基づき毎年
度、実施計画を作成し、人権施策をより効果的
に推進します。女性や性的少数者を含めた様々
な人権問題をテーとした県民講座や人権啓発
ラジオ番組により、県民の人権意識の高揚に取
り組みます。専門講師をあっせん・派遣し、地
域や企業等における同和問題や女性の人権問題
などに関する啓発に取り組みます。

人権・同和対
策局調整課

生活困窮者の自立支
援

生活困窮者が困窮状態から早期に脱却すること
を支援するため、本人の状況に応じた包括的か
つ継続的な相談支援等を実施します。

2-(2) ① 保護・援護課
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施策・事業等名 施策・事業等の概要 事業
再掲 所管課（室）名

総合相談・専門相談
の実施

生き方や離婚・家族関係などすべての人が抱え
る広範囲な悩みに関する総合相談（電話・ംー
ル・面接）を実施します。総合相談のうち、専
門家の助言が必要な場合には専門相談（法律相
談、こころの健康相談、DV 相談、就業援助相談）
を実施します。

1-(1) ①
1-(1) ③
2-(1) ③

男女共同参画
推進課

（3）生涯を通じた男女の健康支援
　①　生涯にわたる男女の健康支援

○　女性のライフサイクルに応じた健康支援を行うとともに女性特有の
　　がんなどの疾患予防に取り組みます。

○　健康寿命を延ばし、一人ひとりが長生きしてよかったと実感できる
　　社会を実現するため、生活習慣病の予防、改善に向けた取組みを行い
　　ます。

○　性別にかかわらず、自殺防止に向けた相談や心の健康等の悩みの相
　　談を受け付け、心身の健康維持に取り組みます。

【主要な施策、事業、取組み】

施策・事業等名 施策・事業等の概要 事業
再掲 所管課（室）名

生涯を通じた女性の
健康支援事業

健康教育、健康相談を実施し、生涯を通じた女
性の健康の保持増進を図ります。
HTLV-1 母子感染対策を実施します。（妊婦への
啓発及び関係職員への研修。）

健康増進課

がん検診精度管理事
業（集団検診協議会、
乳がん検診実施体制
整備）

集団検診協議会へ補助することにより、集団検
診の普及向上、調査研究並びに教育等を実施し
ます。ンഃグラフィ撮影技師及び読影医師養
成研修、乳がん検診精度管理委員会を開催しま
す。

がん感染症疾
病対策課

がん検診精度管理事
業（集団検診協議会）

集団検診協議会へ補助することにより、集団検
診の普及向上、調査研究並びに教育等を実施し
ます。

がん感染症疾
病対策課

がん検診受診率向上
対策事業

従業員やその家庭に対し、がん検診の受診を働
きかける「働く世代をがんから守るがん検診推
進事業所」を登録・支援します。検診受診率向
上のため、中小事業所に健康づくり実践アドバ
イザーを派遣します。

がん感染症疾
病対策課
健康増進課
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施策・事業等名 施策・事業等の概要 事業
再掲 所管課（室）名

ふくおか健康づくり
県民運動事業

県民の健康寿命の延伸を目指し、様々な分野の
関係団体が一体となって、多様な事業を通じ、
県民の自主的な健康づくりを県民運動として展
開します。

健康増進課

自殺防止総合相談窓
口 自殺予防ットライン（2 回線）を運営します。

健 康 増 進 課
（ こ こ ろ の 健

康づくり推進
室）

心の健康づくり推進
事業

保健福祉（環境）事務所及び精神保健福祉セン
ターでの精神保健福祉相談を実施します。（電話、
来所）

健 康 増 進 課
（ こ こ ろ の 健

康づくり推進
室）

　②　妊娠・出産の健康支援
○　女性が安心して妊娠・出産するための支援や不妊治療への支援を行

　　うとともに性感染症対策や学校における性教育の充実を図ります。
【主要な施策、事業、取組み】

施策・事業等名 施策・事業等の概要 事業
再掲 所管課（室）名

子育て支援電話相談
事業 （にんしん SOS
ふくおか）

妊娠期から育児期、思春期の様々な悩みや不安
に対し、専門職が電話・ംール相談に応じるこ
とにより、相談者の悩みや不安の軽減を図りま
す。

健康増進課

周産期医療対策事業
母子の身体や生命に影響が大きい周産期につい
て、安心して快適に過ごせるよう周産期医療対
策の充実を図ります。

医療指導課

不妊治療等支援事業

不妊症・不育症に関する医学的相談や、心の悩
みに関する相談対応に応じ、精神的サートを
行うとともに、不妊治療に要する費用の一部を
助成し、経済的負担の軽減を図ります。

健康増進課

エイズ・性感染症対
策の推進

エイズや性感染症に関する正確な情報の普及啓
発、検査、相談、医療体制整備等を図ります。

がん感染症疾
病対策課

学校における性に関
する指導の充実

学校における性に関する指導充実のための県指
導主事等研修会での周知及び保健主事研修会、
養護教諭基本研修会等各種研修会を通じての指
導を行います。

教育庁体育ス
ーツ健康課
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柱 2　誰もが安全・安心に暮らせる社会の実現

　③　女性のスポーツ活動の推進
○　女性がスーツに親しむ環境づくりなど女性のスーツ活動の推進

　　を図ります。
【主要な施策、事業、取組み】

施策・事業等名 施策・事業等の概要 事業
再掲 所管課（室）名

女性がスーツに親
しむためのプログラ
ഁの提供

女性が参加しやすいヨガやダンス、フィットネ
ス等の女性の関心が高い健康づくりのためのプ
ログラഁを総合型地域スーツクラブで実施し
ます。

スーツ振興
課

女性のニーズを理解
したスーツ指導者
の育成・配置促進

身近な場所で女性が気軽にスーツを行うこと
ができるよう、女性の視点に立ったスーツ指
導者を育成するため、スーツ推進委員研修会
において指導者の育成を行います。

スーツ振興
課

スーツ団体におけ
る女性役員等の登用
促進

女性の視点に立ったスーツ活動の推進を図る
ため、本県スーツ推進計画策定の際のスー
ツ推進審議会における女性委員の積極的登用な
ど女性役員等の登用推進を図ります。

スーツ企画
課

女性アスリートの育
成

女子競技の強化拠点づくりを行い、発掘事業等
を実施します。また、女性指導者育成・派遣事
業等も実施し、女性アスリートの育成・強化を
推進します。

教育庁体育ス
ーツ健康課

女性アスリート活躍
支援事業

女性アスリートが、競技と社会・家庭生活を両
立できるよう、ライフスタイルの変化に対応し
た適切なサート体制を構築し、女性の活躍推
進を図ります。

スーツ振興
課

（4）防災・復興における男女共同参画の推進
○　防災・災害復興の企画立案への女性の参画を進めるとともに、自主

　　防災組織等への女性の参画促進、女性被災者に配慮した支援を行う体
　　制づくりを促進します。

【主要な施策、事業、取組み】

施策・事業等名 施策・事業等の概要 事業
再掲 所管課（室）名

女性の視点をとり入
れた防災・災害復興
の企画立案

防災計画や各種対応ニュアルの策定、その他
防災等の企画立案において、女性の参画を促進
することで女性のニーズに配慮するよう努めま
す。

防災危機管理
局防災企画課
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施策・事業等名 施策・事業等の概要 事業
再掲 所管課（室）名

被災時の男女ニーズ
の違いの啓発及び自
主防災組織への女性
の参画促進

地域住民向け防災啓発事業の企画立案及び講演
内容において、被災時の男女のニーズの違い等
男女双方の視点に十分配慮するよう努めます。
自主防災組織のリーダー研修を通じて、女性の
参画の重要性を説明し、自主防災組織への女性
の参画を促進します。

防災危機管理
局防災企画課

防災危機管理
局消防防災指
導課

男女共同参画の視点
を持った災害対応人
材育成事業

男女共同参画の視点をもって防災・復興に対応
できる人材の育成を通じて、平常時からの地域
コഀュニティの男女共同参画を推進します。

1-(3) ① 男女共同参画
推進課

災害発生時の相談の
実施

災害によって生じたストレスなど女性の心身の
健康や夫婦・親子関係の問題などに対応するた
め、電話相談を実施します。

男女共同参画
推進課
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柱 3　男女共同参画社会の実現に向けた意識改革・教育の推進

 柱 3　 男女共同参画社会の実現に向けた意識改革・教育の推進

＜現状・課題＞
○　男女共同参画社会の実現には、社会のあらゆる分野で、性別にかかわら

　　ず個性と能力を十分に発揮できる社会づくりが重要であるという意識を育
　　むことが必要です。

○　「男は仕事、女は家庭」という考え方に賛成しない人の割合は、増加し
　　ているものの、依然として約 4 割の人が賛成しており、性別による役割分
　　担意識の解消に向け、更なる啓発が必要です。

○　女性は、男性に比べ、責任の重さ、知識、能力面での不安などから、役職、
　　公職への就任に消極的な傾向があります。女性のリーダーを増やすには、
　　このような不安の解消に向けた取組みとともに、女性自身の意欲の向上や
　　社会全体で女性の活躍を応援する気運を高めることが重要です。

○　就労の場、地域社会、学校、ംディア等の様々な場面において、性別役
　　割分担意識や無意識の思い込み（アンコンシഄス・バイアス）を解消する
　　必要があり、報道機関をはじめとする各種ംディアは、県民の意識に与え
　　る影響が大きいことから、ジェンダーの視点を持った報道や広報・広告が
　　求められています。

○　ジェンダー平等を達成し、すべての女性・女児の能力強化を行うことを
　　目標の 1 つに掲げる SDGs（持続可能な開発目標）が平成 27（2015）年
　　9 月 国連サഀットで採択され、 国においては、 総理大臣を本部長とする
　　SDGs 推進本部が設置され、官民あげての取組みが始まっています。

○　男女共同参画社会の実現には、男性が、家事、育児、介護等に主体的に
　　かかわることの大切さを理解し、家庭内において実践することが重要です。

○　県民意識調査では、男性が女性とともに家庭や地域活動に積極的に参加
　　するために必要なこととして、「社会の中で、男性による家事、子育て、介護、
　　地域活動について、その評価を高めること」と回答した割合が、30 代の
　　男女ともに約 40％と他の世代に比べて高くなっています。子育て世代は、
　　男性も家庭や地域活動に参画するために企業や社会全体の意識改革を求め
　　ています。

○　子どものころから男女がともにひとりの自立した人間として互いの人格
　　や個性を尊重し、自らの意思によって行動できるよう、子どもの成長段階
　　に応じた教育を行う必要があります。

○　理工系学生に占める女性の割合が低いなど、進路に偏りがあり、女性の
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　　職業選択に大きな影響を与えています。男女ともに固定的な性別役割分担
　　意識にとらわれない主体的な進路、職業選択を可能とするキഄリア教育、
　　進路指導を行う必要があります。

＜施策の方向＞
（1）男女共同参画社会の実現に向けた男女双方の意識改革

　①　性別役割分担意識や無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）
　　　の解消

○　男女共同参画についての理解を広げ、女性がいきいきと働き活躍す
　　る社会づくりに向けた気運醸成を図るため、幅広い層への啓発や研修
　　を行います。

○　男女の固定的な役割分担意識の解消に向け、報道機関と連携して広
　　く県民に情報発信することにより、アンコンシഄス・バイアスに関す
　　る認知と理解の促進を図ります。

【主要な施策、事業、取組み】

施策・事業等名 施策・事業等の概要 事業
再掲 所管課（室）名

男女共同参画フォー
ラഁの実施

男女の自立及び男女共同参画社会づくりについ
ての世論を喚起し、男女共同参画を推進する団
体の活動を促進するため、「あすばる男女共同参
画フォーラഁ」を開催します。

男女共同参画
推進課

男女共同参画表彰の
実施

県民、団体及び事業者の男女共同参画に関する
取組みへの意欲を高めるため、条例で定める県
男女共同参画の日（11 月第 4 土曜日）にあわせ、
男女共同参画の推進に関して著しく功績があり、
他の模範と認められる取り組みを行っている県
内の個人、団体、企業を表彰します。

男女共同参画
推進課

県広報媒体における
男女共同参画の情報
発信

男女共同参画社会について、下記の媒体により
県民に対し広報啓発を実施します。

・各戸配布広報紙「福岡県だより」
・新聞紙面購入「福岡県からのお知らせ」
・広報誌「グラフふくおか」
・県政広報番組（テレビ・ラジオ）
・ふくおかインターネットテレビ

県民情報広報
課

男女共同参画情報の
発信

ライブラリーを運営し、男女共同参画に関する
図書、雑誌等の資料の収集、閲覧・貸出を行う
とともに、定期情報誌の作成発行やインターネッ
トを活用して、男女共同参画に関する講座・セ
ഀナー案内、相談案内などの情報を提供します。
また、各分野で活躍する県内の女性ロールഃデ
ル等の情報を収集し、ーഁージ等で発信し
ます。

男女共同参画
推進課
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施策・事業等名 施策・事業等の概要 事業
再掲 所管課（室）名

男女共同参画の視点
に立った行政広報の
推進

行政広報・出版物について、固定的な性別役割
分担に基づく表現などにならないよう「行政広
報物における表現のガイドライン」等を用いて
県や市町村の職員へ周知を図ります。

男女共同参画
推進課

男性の家事・育児へ
の参画促進

男性が主体的に家事・子育てにかかわることが
できるよう、また、それを応援する気運を高め
るため、企業や家庭に対し、男性が家事・子育
てにかかわることの大切さや意義等について啓
発します。また、市町村が行う男性などを対象
とした子育て支援セഀナーなどの取組に対して
助成を行います。

男女共同参画
推進課

子育て支援課

アンコンシഄス・バ
イアスの認知と理解
に向けた普及・啓発

アンコンシഄス・バイアスの認知と理解を深め
るため、啓発素材を作成し、広報啓発を実施し
ます。また、報道従事者等を交えてアンコンシഄ
ス・バイアスに関する勉強会を開催し、県民や
企業に対して普及啓発を図ります。

男女共同参画
推進課（女性
活躍推進室）

　②　SDGs の理解促進
○　男女共同参画についての広報・啓発活動において、SDGs の考え方

　　も示しながら、更なる理解を促進します。
【主要な施策、事業、取組み】

施策・事業等名 施策・事業等の概要 事業
再掲 所管課（室）名

SDGs に関する広報・
啓発

あすばるライブラリーにおける SDGs に関する企
画展の開催や情報誌、各種講座等を通じ、SDGs
の考え方を広報・啓発します。

男女共同参画
推進課

（2）学校教育における男女共同参画の推進
　①　男女共同参画を推進する教育の実施と教職員等への理解促進

○　男女共同参画と人権尊重の理念に基づく教育を進めます。教職員等
　　の男女共同参画についての理解促進を図り、男女がともに家庭や地域
　　を担い、社会において個性と能力を発揮するための教育を推進します。

柱 3　男女共同参画社会の実現に向けた意識改革・教育の推進
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【主要な施策、事業、取組み】

施策・事業等名 施策・事業等の概要 事業
再掲 所管課（室）名

男女共同参画教育の
推進

幼稚園、小学校、中学校において、発達段階に
応じた男女共同参画教育を教育課程に位置付け
るとともに、学校の教育活動全体を通して実施
していくよう指導・助言します。「男女共同参
画教育指導の手引」（H31.3 改訂）の活用を通じ
て、各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の
時間において、男女平等の意識を高めるととも
に、一人一人の個性や能力を伸長し、発揮させ
るよう指導の充実を図ります。市町村教育委員
会に対して男女共同参画教育に関する指導・助
言、情報提供を行います。高等学校においては、
学校の教育活動全体を通して実施していくよう
指導、助言します。

教育庁義務教
育課
教育庁高校教
育課

男女平等観に立った教育の充実について、私立
学校に対して情報を提供します。

私学振興・青
少年育成局私
学振興課

家庭科等の学習内容
 ・方法の充実

小学校家庭科では、生活に必要な知識と技能を
習得させるとともに、男女が協力して家庭生活
を築き、家族の一員として生活を工夫しようと
する実践的な態度を養うよう指導の充実を図り
ます。中学校技術・家庭科の家庭分野では、生
活の自立に必要な衣食住に関する基礎的な知識
と技術を習得させるとともに男女が協力して家
庭生活を築き、生活をよりよくしようとする能
力と態度を養うよう指導の充実を図ります。

教育庁義務教
育課

高等学校家庭科の学習においては、共に協力し
て家庭を築くことの意義や重要性について理解
を深めることができるように学習の充実を図り
ます。

教育庁高校教
育課

学校における家庭科の学習内容・方法の充実に
ついて私立学校に対して情報を提供します。

私学振興・青
少年育成局私
学振興課

校長等管理職への男
女共同参画の理解促
進

校長等管理職研修会で、男女共同参画の基本理
念や男女共同参画教育の視点を取り入れた学校
経営等についての研修を継続します。

教育庁義務教
育課

高等学校においては、各研修会において、男女
共同参画についての講義等を盛り込み、その充
実・推進を図ります。

教育庁高校教
育課

福岡県私学協会の主催する各種研修会に情報提
供及び助言を行います。

私学振興・青
少年育成局私
学振興課
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柱 3　男女共同参画社会の実現に向けた意識改革・教育の推進

施策・事業等名 施策・事業等の概要 事業
再掲 所管課（室）名

男 女 平 等 の 視 点 に
立った学校内慣行の
見直し

学校行事等は、児童生徒の発達段階に応じて進
め、実施に当たっては、社会慣行としての性別
による偏りにとらわれることがないよう指導内
容や指導方法を検討し、見直しながら推進する
よう指導・助言を行います。 男女混合名簿の使
用状況等を把握し、使用目的、使用方法、使用
する際の配慮等について指導・助言を行います。

教育庁義務教
育課

教育指導計画により、生徒名簿の形式を調査し
ます。

教育庁高校教
育課

文部科学省等の依頼に基づき、私立学校に対し
て情報を提供します。

私学振興・青
少年育成局私
学振興課

人権教育・啓発の推
進

様々な研修会の中で、女性の人権に関する問題
を取り上げます。また、人権教育教材「かがやき」

「あおぞら」「あおぞら 2」の有効活用等を通して、
女性の人権に関する問題の解決を目指した教育
の推進に努めます。
性同一性障害やいわゆる「性的イノリティ」
とされる児童生徒の心情等に配慮した対応を進
めるよう、主管研修等において周知します。
人権・同和教育冊子等を作成・発行します（女
性の人権尊重や男女共同参画社会の形成に関す
る内容も含む。）。
県内における人権教育の推進及び充実が図られ
るよう、各種研修会を実施します。

教育庁人権・
同和教育課

　②　男女共同参画の視点に立ったキャリア教育・進路指導の推進
○　固定的な性別役割分担意識にとらわれず、男女ともに社会性や勤労

　　観・職業観をはぐくみ、主体的に進路を選択できる力を身に付けるこ
　　とができるよう、進路指導の充実を図るとともに、就労体験やインター
　　ンシップなど各成長段階に合わせたキഄリア教育を実施します。

【主要な施策、事業、取組み】

施策・事業等名 施策・事業等の概要 事業
再掲 所管課（室）名

未来の女性医師発掘
事業

女性医師を講師とする出前講座の実施により、
女子高校生の医学部への進学意欲を高め、将来
の女性医師を増やすことにより、医療施設にお
ける医師の確保を図ります。

医療指導課
（ 医 師・ 看 護

職員確保対策
室）
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施策・事業等名 施策・事業等の概要 事業
再掲 所管課（室）名

キഄリア教育・進路
指導の充実

小・中学校において、児童生徒が将来に対する目
的意識を持ち、主体的に自己の進路を選択決定し
て自己実現ができる能力や態度を育てるために、
職業選択を自立の基礎として位置付けた進路指導
の充実を図り、キഄリア教育の視点に立った教育
活動を推進します。文科省作成の「キഄリア教育
の手引き」を活用し、一人一人の個性や能力に応
じた進路指導の充実を図ります。進路指導に関す
る調査や関係諸機関との連携の在り方の研究を行
い、進路指導の充実に係る研修会への指導・助言
を行います。

教育庁義務教
育課

高等学校においては、学校の教育活動全体を通じ
て計画的、組織的に進路指導が行えるよう指導し
ます。文科省作成の「キഄリア教育の手引」を活
用し、生徒の能力・適性及び進路希望等の多様化
に伴い、各学校において適切な進路指導に関する
手引きを作成するように指導します。進路指導主
事に対して、その職務に必要な研修を実施します。

教育庁高校教
育課

キഄリア教育・進路指導に関する情報提供を私立
学校に対して行います。福岡県私学協会が主催す
る各種研修会に情報提供及び助言を実施します。

私学振興・青
少年育成局私
学振興課

高校生キഄリア教育
推進事業

望ましい勤労観や職業観を身に付けさせ、進路を
主体的に選択できるよう、各種経済団体等との連
携を深め、社会人講座をインターンシップ前に実
施するなど、働く意義を理解させ、インターンシッ
プの取組みを充実させます。

教育庁高校教
育課

勤労教育、就労体験
の促進

小・中学校において、全校美化の行事、各種勤労
体験や生産活動、ランティア活動等を学校行事
として教育課程に位置付け、勤労の大切さを体得
させる指導の充実を図ります。総合的な学習の時
間等において、職場体験活動、地域奉仕活動、環
境美化活動等を取り入れる等、働く喜びを味わわ
せるとともに、勤労観、職業観等の育成を目指し
て勤労体験を一層促進します。

教育庁義務教
育課

高等学校においては、学校の教育活動の中で、生
徒が勤労に対する意識を高められる機会を設定
し、キഄリアガイダンスが充実するように推進し
ます。インターンシップ（就業体験）の充実と推
進を図ります。

教育庁高校教
育課

私立学校に対して勤労教育や就労体験について情
報を提供します。
私立高校生インターンシップを県庁で受け入れま
す。

私学振興・青
少年育成局私
学振興課

県内国立大学との連
携・協力

県内国立大学と連携し、高校生対象のセഀナーを
実施します。また、女子生徒の理工系等への関心
を高める資料の提供などを行います。

教育庁高校教
育課


